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届出避難所の概要
●対象となる施設
自治会公民館、事業所研修室、介護施設等

●届出避難所の開設・運営及び費用負担
自主防災組織等

●市からの支援内容【災害時】
①情報の提供
②必要な支援の円滑な実施（大規模災害時）等

●市からの支援内容【平時】
自主防災組織等が行う防災計画の作成や防災訓練
実施の支援等

●公表
原則、ホームページ等で公表（非公表も可）
※公表する場合、施設名称、場所、受入対象者・施
設利用条件等を明示

〇情報の提供
〇避難者の把握等

福祉・保健チームによる巡回

（車中泊避難者）

熊本地震

資料：毎日新聞

（在宅避難者）

巡回

支援

地域や事業所等が自主的に開設・運営している自主避難所を届出避難所として登録することで、
市は、避難者を把握し、必要な支援を円滑に実施することができます。また、地域の方々も、身近
な場所に避難所が開設されるので、避難しやすくなります。

指定避難所、支援拠点等

支援物資の提供等

【災害時】
・避難者の把握
・情報の提供
・必要な支援の円滑な実施等

【平時】
・自主防災組織等が行う防災計画の作成や防災訓練実施の
支援等


